
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和２年第１回 

多 摩 市 議 会 臨 時 会 議 案 
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多 摩 市 告 示 第 ２ ４ ４ 号  
 
 令 和 ２ 年 第 １ 回 多 摩 市 議 会 臨 時 会 を 下 記 の と お り 招 集 す る 。  
  令 和 ２ 年 ５ 月 ８ 日  
                多 摩 市 長   阿  部  裕  行  

 
記  

 

１  期  日    令 和 ２ 年 ５ 月 １ ４ 日  
 
２  場  所    多 摩 市 役 所 議 場  
 
３  付 議 事 件  

（ １ ） 多 摩 市 市 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 専 決

処 分 し た こ と に つ い て  
（ ２ ） 多 摩 市 都 市 計 画 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を

専 決 処 分 し た こ と に つ い て  
（ ３ ） 多 摩 市 国 民 健 康 保 険 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条

例 を 専 決 処 分 し た こ と に つ い て  
（ ４ ） 多 摩 市 介 護 保 険 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 専

決 処 分 し た こ と に つ い て  

（ ５ ） 令 和 ２ 年 度 多 摩 市 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 ２ 号 ）  
（ ６ ） 令 和 ２ 年 度 多 摩 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 補 正 予

算 （ 第 １ 号 ）  
（ ７ ） 多 摩 市 市 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 制 定 に

つ い て  

（ ８ ） 多 摩 市 都 市 計 画 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の

制 定 に つ い て  

（ ９ ） 多 摩 市 国 民 健 康 保 険 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

の 制 定 に つ い て  

 

  



 

  



第３９号議案  
多摩市市税条例等の一部を改正する条例を専決処分したことにつ

いて  
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、下  

記のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。  
令和２年５月１４日  

提出者  多摩市長  阿 部 裕 行  
 

記  
 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、多

摩市市税条例等の一部を改正する条例を公布する。  
令和２年３月３１日  

多摩市長  阿 部 裕 行  
 

多摩市条例第２０号  
 

多摩市市税条例等の一部を改正する条例  
 

（多摩市市税条例の一部改正）  
第１条 多摩市市税条例（昭和４０年多摩市条例第１号）の一部を次のように

改正する。  
第３６条の３の２の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」

に改め、同条第１項第３号を削り、同項第４号を同項第３号とする。  
第３６条の３の３の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」

に改め、同条第１項中「若しくは単身児童扶養者である者」を削り、同項第

３号を削り、同項第４号を同項第３号とする。  
第４８条第２項中「第６６条の７第４項及び第１０項」を「第６６条の７

第５項及び第１１項」に改める。  
第６１条第９項及び第１０項中「第３４９条の３第１２項」を「第３４９

条の３第１１項」に改める。  
第６１条の２の見出し及び同条第１項中「第３４９条の３第２８項」を「  

第３４９条の３第２７項」に改め、同条第２項中「第３４９条の３第２９項」  
を「第３４９条の３第２８項」に改め、同条第３項中「第３４９条の３第３  
０項」を「第３４９条の３第２９項」に改める。  
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第９６条第３項を同条第４項とし、同条第２項中「前項」を「第１項（法

第４６９条第１項第３号又は第４号に係る部分に限る。）」に、「第１６条

の２の３」を「第１６条の２の３第２項」に、「提出しない場合には、適用

しない」を「提出している場合に限り、適用する」に改め、同項を同条第３

項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。  
２ 前項（法第４６９条第１項第１号又は第２号に係る部分に限る。）の規  

定は、卸売販売業者等が、同条第１項第１号又は第２号に掲げる製造たば  
この売渡し又は消費等について、第９８条第１項又は第２項の規定による  
申告書に前項（法第４６９条第１項第１号又は第２号に係る部分に限る。）  
の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額を記載し、かつ、施  
行規則第１６条の２の３第１項に規定する書類を保存している場合に限り、  
適用する。  
第９８条第１項中「第９６条第２項」を「第９６条第３項」に改める。  
附則第６条中「平成３４年度」を「令和４年度」に改める。  
附則第７条の３の２第１項中「平成４５年度」を「令和１５年度」に、「

平成３３年」を「令和３年」に改める。  
附則第８条第１項中「平成３３年度」を「令和６年度」に改める。  
附則第１０条中「又は法」を「又は」に改める。  
附則第１０条の２第２項を削り、同条第３項中「附則第１５条第２項第６  

号」を「附則第１５条第２項第５号」に改め、同項を同条第２項とし、同条  
第４項を同条第３項とし、同条第５項を同条第４項とし、同条第６項中「附  
則第１５条第２９項」を「附則第１５条第２６項」に改め、同項を同条第５  
項とし、同条第７項中「附則第１５条第３０項第１号」を「附則第１５条第  
２７項第１号」に改め、同項を同条第６項とし、同条第８項中「附則第１５  
条第３０項第２号」を「附則第１５条第２７項第２号」に改め、同項を同条  
第７項とし、同条第９項中「附則第１５条第３０項第３号」を「附則第１５  
条第２７項第３号」に改め、同項を同条第８項とし、同条第１０項中「附則  
第１５条第３１項第１号」を「附則第１５条第２８項第１号」に改め、同項  
を同条第９項とし、同条第１１項中「附則第１５条第３１項第２号」を「附  
則第１５条第２８項第２号」に改め、同項を同条第１０項とし、同条第１２  
項中「附則第１５条第３３項第１号イ」を「附則第１５条第３０項第１号イ」  
に改め、同項を同条第１１項とし、同条第１３項中「附則第１５条第３３項  
第１号ロ」を「附則第１５条第３０項第１号ロ」に改め、同項を同条第１２  
項とし、同条第１４項を削り、同条第１５項中「附則第１５条第３３項第１  
号ニ」を「附則第１５条第３０項第１号ハ」に改め、同項を同条第１３項と  
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し、同条第１６項中「附則第１５条第３３項第１号ホ」を「附則第１５条第  
３０項第１号ニ」に改め、同項を同条第１４項とし、同条第１７項中「附則  
第１５条第３３項第２号イ」を「附則第１５条第３０項第２号イ」に改め、  
同項を同条第１５項とし、同条第１８項中「附則第１５条第３３項第２号ロ」  
を「附則第１５条第３０項第２号ロ」に改め、同項を同条第１６項とし、同  
項の次に次の１項を加える。  
１７ 法附則第１５条第３０項第２号ハに規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は、４分の３とする。  
附則第１０条の２第１９項中「附則第１５条第３３項第３号イ」を「附則  

第１５条第３０項第３号イ」に改め、同項を同条第１８項とし、同条第２０  
項中「附則第１５条第３３項第３号ロ」を「附則第１５条第３０項第３号ロ」  
に改め、同項を同条第１９項とし、同条第２１項中「附則第１５条第３３項  
第３号ハ」を「附則第１５条第３０項第３号ハ」に改め、同項を同条第２０  
項とし、同条第２２項中「附則第１５条第３８項」を「附則第１５条第３４  
項」に改め、同項を同条第２１項とし、同条第２３項を削り、同条第２４項  
中「附則第１５条第４４項」を「附則第１５条第３８項」に改め、同項を同  
条第２２項とし、同条第２５項中「附則第１５条第４５項」を「附則第１５  
条第３９項」に改め、同項を同条第２３項とし、同条第２６項中「附則第１  
５条第４７項」を「附則第１５条第４１項」に改め、同項を同条第２４項と  
し、同項の次に次の１項を加える。  
２５ 法附則第１５条第４７項に規定する市町村の条例で定める割合は、３

分の２とする。  
附則第１０条の２第２７項を同条第２６項とする。  
附則第１１条の見出し中「平成３２年度」を「令和２年度」に改める。  
附則第１１条の２の見出し及び同条第１項中「平成３２年度」を「令和２

年度」に改め、同条第２項中「平成３１年度適用土地又は平成３１年度類似

適用土地」を「令和元年度適用土地又は令和元年度類似適用土地」に、「平

成３２年度分」を「令和２年度分」に改める。  
附則第１２条の見出し中「平成３２年度」を「令和２年度」に改め、同条

中「平成３２年度」を「令和２年度」に、「又は法」を「又は」に改める。  
附則第１３条の見出し中「平成３２年度」を「令和２年度」に改め、同条

中「平成３２年度」を「令和２年度」に、「又は法」を「又は」に改める。  
附則第１３条の３中「平成３２年度」を「令和２年度」に、「又は法」を

「又は」に改める。  
附則第１５条第１項中「又は法」を「又は」に、「平成３２年度」を「令
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和２年度」に改め、同条第２項中「平成３３年３月３１日」を「令和３年３

月３１日」に改める。  
附則第１７条の２第１項及び第２項中「平成３２年度」を「令和５年度」

に改める。  
附則第２３条中「平成３５年度」を「令和５年度」に改める。  

（多摩市市税条例の一部を改正する条例の一部改正）  
第２条 多摩市市税条例の一部を改正する条例（令和元年多摩市条例第４号）

の一部を次のように改正する。  
第２条のうち、多摩市市税条例第２４条第１項第２号の改正規定を削る。  
附則第１条第２号を次のように改める。  
⑵ 削除  
附則第１条第３号中「（前号に掲げる改正規定を除く。）」を削る。  
附則第３条を次のように改める。  

第３条 削除  
附 則  

（施行期日）  
第１条 この条例は、令和２年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定

は、公布の日から施行する。  
（市民税に関する経過措置）  

第２条 別段の定めがあるものを除き、第１条の規定による改正後の多摩市市

税条例（以下「新条例」という。）の規定中個人の市民税に関する部分は、

令和２年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成３１年度分ま

での個人の市民税については、なお従前の例による。  
２ 新条例第３６条の３の２第１項の規定は、この条例の施行の日（以下「施

行日」という。）以後に支払を受けるべき同項に規定する給与について提出

する同項及び同条第２項に規定する申告書について適用する。  
３ 新条例第３６条の３の３第１項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき

所得税法第２０３条の６第１項に規定する公的年金等（同法第２０３条の７

の規定の適用を受けるものを除く。）について提出する新条例第３６条の３

の３第１項に規定する申告書について適用する。  
（固定資産税に関する経過措置）  

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部

分は、令和２年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成３１年度

分までの固定資産税については、なお従前の例による。  
２ 平成３０年４月１日から令和２年３月３１日までの間に取得された地方税
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法等の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）第１条の規定による改正

前の地方税法（以下「旧法」という。）附則第１５条第２項に規定する施設

又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。  
３ 平成３０年４月１日から令和２年３月３１日までの間に新たに取得された

旧法附則第１５条第３３項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対

して課する固定資産税については、なお従前の例による。  
４ 平成２８年４月１日から令和２年３月３１日までの間に新たに取得された

旧法附則第１５条第４０項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定

資産税については、なお従前の例による。  
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第４０号議案  
多摩市都市計画税条例の一部を改正する条例を専決処分したこと

について  
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、下  

記のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。  
令和２年５月１４日  

提出者  多摩市長  阿 部 裕 行  
 

記  
 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、多

摩市都市計画税条例の一部を改正する条例を公布する。  
令和２年３月３１日  

多摩市長  阿 部 裕 行  
 

多摩市条例第２１号 

 

多摩市都市計画税条例の一部を改正する条例 

 

多摩市都市計画税条例（昭和４０年多摩市条例第９号）の一部を次のように

改正する。 

第２条第２項中「第３４９条の３第１０項から第１２項まで、第２２項から 

第２４項まで、第２６項、第２８項から第３１項まで、第３３項又は第３４項」 

を「第３４９条の３第９項から第１１項まで、第２１項から第２３項まで、第 

２５項、第２７項から第３０項まで、第３２項又は第３３項」に改める。 

附則第３項を削る。 

附則第４項（見出しを含む。）中「附則第１５条第４４項」を「附則第１５

条第３８項」に改め、同項を附則第３項とする。 

附則第５項（見出しを含む。）中「附則第１５条第４５項」を「附則第１５

条第３９項」に改め、同項を附則第４項とし、同項の次に次の１項を加える。 

（法附則第１５条第４７項の条例で定める割合） 

５ 法附則第１５条第４７項に規定する市町村の条例で定める割合は、３分の

２とする。 

附則第７項の前の見出し中「平成３２年度」を「令和２年度」に改め、同項 

から第１１項までの規定中「平成３２年度」を「令和２年度」に、「第１９項」 
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を「第１８項」に、「又は法」を「又は」に改める。 

附則第１２項の見出し中「平成３２年度」を「令和２年度」に改め、同項中 

「平成３２年度」を「令和２年度」に、「第１９項」を「第１８項」に、「又 

は法」を「又は」に改める。 

附則第１４項及び第１５項中「平成３２年度」を「令和２年度」に、「第１

９項」を「第１８項」に、「又は法」を「又は」に改める。 

附則第１８項中「、第１９項、第２１項から第２５項まで、第２７項、第２

８項、第３２項、第３６項、第４０項、第４３項から第４５項まで若しくは第

４８項から第５０項まで」を「から第２２項まで、第２４項、第２５項、第２

９項、第３３項、第３７項から第３９項まで、第４２項から第４４項まで、第

４７項若しくは第４８項」に、「第３４項」を「第３３項」に、「又は法」を

「又は」に改める。 

附則第４５項（見出しを含む。）中「平成３２年度」を「令和２年度」に改

める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の多摩市都市計画税

条例（次項において「新条例」という。）の規定は、令和２年度以後の年度

分の都市計画税について適用し、平成３１年度分までの都市計画税について

は、なお従前の例による。 

３ 平成２８年４月１日から令和２年３月３１日までの間に新たに取得された

地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）第１条の規定によ

る改正前の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）附則第１５条第４０項に

規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。 

４ この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（令

和２年法律第５号）の施行の日の前日までの間における新条例附則第１８項

の規定の適用については、同項中「、第４７項若しくは第４８項」とあるの

は、「若しくは第４７項」とする。 
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第４１号議案  
多摩市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を専決処分した

ことについて  
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、下  

記のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。  
令和２年５月１４日  

提出者  多摩市長  阿 部 裕 行  
 

記  
 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、多

摩市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を公布する。  
令和２年３月３１日  

多摩市長  阿 部 裕 行  
 

多摩市条例第２２号  
 

多摩市国民健康保険税条例の一部を改正する条例  
 

多摩市国民健康保険税条例（昭和２７年多摩市条例第３９号）の一部を次の

ように改正する。  
第２条第２項ただし書中「６１万円」を「６３万円」に改め、同条第４項た

だし書中「１６万円」を「１７万円」に改める。  
第２１条中「６１万円」を「６３万円」に、「１６万円」を「１７万円」に

改め、同条第２号中「２８万円」を「２８万５，０００円」に改め、同条第３

号中「５１万円」を「５２万円」に改める。  
附 則  

（施行期日）  
１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。  

（適用区分）  
２ この条例による改正後の多摩市国民健康保険税条例の規定は、令和２年度

以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成３１年度分までの国民

健康保険税については、なお従前の例による。 
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第４２号議案  
多摩市介護保険条例の一部を改正する条例を専決処分したことに

ついて  
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、下  

記のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。  
令和２年５月１４日  

提出者  多摩市長  阿 部 裕 行  
 

記  
 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、多

摩市介護保険条例の一部を改正する条例を公布する。 

令和２年３月３１日 

多摩市長  阿 部 裕 行 

 

多摩市条例第１９号 

 
多摩市介護保険条例の一部を改正する条例  

 
多摩市介護保険条例（平成１２年多摩市条例第２２号）の一部を次のように

改正する。  
第１４条第１項中「平成３２年度」を「令和２年度」に改め、同条第２項中  

「者」を「第１号被保険者」に、「平成３２年度」を「令和２年度」に改め、  
「かかわらず、」の次に「平成３１年度においては」を、「１８，７００円」  
の次に「とし、令和２年度においては１４，４００円」を加え、同条第３項中  
「平成３２年度」を「令和２年度」に、「、「２７，４００円」」を「「２７  
，４００円」と、「１４，４００円」とあるのは「２０，１００円」」に改め、  
同条第４項中「平成３２年度」を「令和２年度」に、「、「４１，８００円」」

を「「４１，８００円」と、「１４，４００円」とあるのは「４０，３００円  
」」に改める。  

附 則  
（施行期日）  

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。  
（経過措置）  

２ この条例による改正後の多摩市介護保険条例の規定は、令和２年度分の保
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険料から適用し、平成３１年度以前の年度分の保険料については、なお従前

の例による。  
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第４５号議案  
多摩市市税条例の一部を改正する条例の制定について  

上記の議案を次のとおり提出する。  
令和２年５月１４日  

提出者  多摩市長  阿 部 裕 行  
 

記  
 
多摩市条例第  号  
 

多摩市市税条例の一部を改正する条例  
 

多摩市市税条例（昭和４０年多摩市条例第１号）の一部を次のように改正す

る。  
附則第１０条中「法附則第１５条から第１５条の３の２まで」の次に「、第

６１条又は第６２条」を、「又は附則第１５条から第１５条の３の２まで」の

次に「、第６１条若しくは第６２条」を加える。  
附則第１０条の２第２４項中「をいう」の次に「。第２７項において同じ」

を加え、同条に次の１項を加える。  
２７ 法附則第６２条に規定する市町村の条例で定める割合は、零（生産性の

向上に重点的に取り組むべき業種として同意導入促進基本計画に定める業種

に属する事業の用に供する同条に規定する家屋及び構築物にあっては、零）

とする。  
附則第１５条の３中「令和２年９月３０日」を「令和３年３月３１日」に改

める。  
附則に次の１条を加える。  
（新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続等）  

第２４条 第９条第７項の規定は、法附則第５９条第３項において準用する法

第１５条の２第８項に規定する条例で定める期間について準用する。  
附 則  

この条例は、公布の日から施行する。  
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第４６号議案  
多摩市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について  

上記の議案を次のとおり提出する。  
令和２年５月１４日  

提出者  多摩市長  阿 部 裕 行  
 

記  
 
多摩市条例第  号 

 

多摩市都市計画税条例の一部を改正する条例 

 

多摩市都市計画税条例（昭和４０年多摩市条例第９号）の一部を次のように

改正する。 

附則第１８項中「又は第１５条の３」を「、第１５条の３又は第６１条」に

改め、「第１５条の３まで」の次に「若しくは第６１条」を加える。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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第４７号議案  
多摩市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について  

上記の議案を次のとおり提出する。  
令和２年５月１４日  

提出者  多摩市長  阿 部 裕 行  
 

記  
 
多摩市条例第  号  
 

多摩市国民健康保険条例の一部を改正する条例  
 
多摩市国民健康保険条例（昭和３４年多摩市条例第５号）の一部を次のよう

に改正する。  
附則に次の６項を加える。  
（新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金）  

３ 給与等（所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する

給与等をいい、賞与（健康保険法第３条第６項に規定する賞与をいう。）を

除く。以下同じ。）の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服する

ことができないとき（新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法

律第３１号）附則第１条の２に規定する新型コロナウイルス感染症（以下「

新型コロナウイルス感染症」という。）に感染したとき又は発熱等の症状が

あり当該感染症の感染が疑われるときに限る。）は、その労務に服すること

ができなくなった日から起算して３日を経過した日から労務に服することが

できない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金

を支給する。  
４ 傷病手当金の額は、１日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月

以前の直近の継続した３月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除し  
て得た金額（その額に、５円未満の端数があるときはこれを切り捨て、５円  
以上１０円未満の端数があるときはこれを１０円に切り上げるものとする。）

の３分の２に相当する金額（その金額に、５０銭未満の端数があるときはこ  
れを切り捨て、５０銭以上１円未満の端数があるときはこれを１円に切り上  
げるものとする。）とする。ただし、健康保険法第４０条第１項に規定する  
標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の３０分の１に相当する金額の  
３分の２に相当する金額を超えるときは、その金額とする。  

 21 



５ 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して１年６月を超

えないものとする。  
（新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与

等との調整）  
６ 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感

染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部の支払を受けるこ

とができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を

支給しない。ただし、その支払を受けることができる給与等の額が、附則第

４項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。  
７ 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、

その支払を受けることができるはずであった給与等の全額の支払を受けるこ  
とができなかったときは傷病手当金の全額、給与等の一部の支払を受けるこ  
とができなかった場合においてその支払を受けた額が附則第４項の規定によ  
り算定される傷病手当金の額より少ないときはその支払を受けた額と傷病手  
当金の額との差額を支給する。ただし、前項ただし書の規定により傷病手当  
金の一部を支給したときは、その支給した額を支給額から控除する。  

８ 前項の規定により市が支給した金額は、傷病手当金を支給された当該被保

険者を使用する事業所の事業主から徴収する。  
附 則  

 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第３項から第８項までの規

定は、傷病手当金の支給を始める日が令和２年１月１日から規則で定める日ま

での間である場合に適用する。  
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